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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光を発振する光発振部を有するレーザ光源部と、
　前記レーザ光源部を支持する支持部と、
　前記レーザ光源部を前記支持部に固定する固定部材と、
　前記レーザ光源部を前記支持部から取り外す際に前記固定部材による前記レーザ光源部
の固定状態を解除する動きに連動して、前記レーザ光源部における前記光発振部に電流を
供給する電流経路を遮断する遮断手段とを有することを特徴とするレーザ光源装置。
【請求項２】
　前記レーザ光源部は、前記光発振部が設けられた基板を有し、前記固定部材は、前記基
板を前記支持部に対して固定するネジからなることを特徴とする請求項１に記載のレーザ
光源装置。
【請求項３】
　前記遮断手段は、前記レーザ光源部の固定状態を解除する動きに連動して、前記電流経
路の一部を切断又は破壊する切断部材を有してなることを特徴とする請求項１又は２に記
載のレーザ光源装置。
【請求項４】
　前記切断部材は、少なくとも前記固定部材の一部又は全部と前記電流経路の一部又は全
部との上に連続的に接着している接着剤からなることを特徴とする請求項３に記載のレー
ザ光源装置。
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【請求項５】
　前記接着剤は、少なくとも前記固定部材を構成するネジと前記電流経路の一部を構成す
るボンディングワイヤとに接着している一塊りの接着剤であることを特徴とする請求項４
に記載のレーザ光源装置。
【請求項６】
　前記切断部材は、前記固定部材に取り付けられているフック状の部材であり、
　前記フック状の部材は、前記レーザ光源部の固定状態を解除する動きに連動して、前記
電流経路をなす部材を切断するものであることを特徴とする請求項３に記載のレーザ光源
装置。
【請求項７】
　前記フック状の部材は、前記固定部材を構成するネジに接続され、又は前記ネジに一体
に形成されており、前記ネジの回転に伴って回転するものであり、
　前記フック状の部材の回転領域の中に前記電流経路の一部を構成するボンディングワイ
ヤの一部又は全部が配置されていることを特徴とする請求項６に記載のレーザ光源装置。
【請求項８】
　前記切断部材は、貫通孔を備え、前記固定部材に設けられた部材であり、
　前記電流経路は、前記貫通孔を貫通しており、
　前記貫通孔を備えた部材は、前記レーザ光源部の固定状態を解除する動きに連動して、
前記電流経路をなす部材を切断するものであることを特徴とする請求項３に記載のレーザ
光源装置。
【請求項９】
　前記電流経路における前記貫通孔を貫通している部分は、ボンディングワイヤであるこ
とを特徴とする請求項８に記載のレーザ光源装置。
【請求項１０】
　前記切断部材は、バネと、前記電流経路の一部を構成するボンディングワイヤの付近に
配置された切断部とを有し、
　前記バネは、前記レーザ光源部の固定状態を解除する動きに連動して、形状が変化する
ように配置されており、
　前記切断部は、前記バネの形状変化に伴って移動して、前記ボンディングワイヤを切断
するものであることを特徴とする請求項３に記載のレーザ光源装置。
【請求項１１】
　請求項１から１０のいずれか一項に記載のレーザ光源装置を具備してなることを特徴と
する表示装置。
【請求項１２】
　赤色光源と、緑色光源と、青色光源と、各色光源からの光を合成する光合成部と、合成
された光を走査して映像を表示する走査部とを備える走査型表示装置であって、
　前記光源の少なくとも一色の光源が請求項１から１０のいずれか一項に記載のレーザ光
源装置からなることを特徴とする走査型表示装置。
【請求項１３】
　請求項１から１０のいずれか一項に記載のレーザ光源装置と、前記レーザ光源装置から
の光を変調する光変調装置と、前記光変調装置によって変調された光を投射する投射装置
とを有することを特徴とするプロジェクタ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、レーザ光源装置、表示装置、走査型表示装置およびプロジェクタに関するも
のである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、プロジェクタの小型化の要求が益々高まるなか、半導体レーザの高出力化、青色
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半導体レーザの登場に伴い、レーザ光源を使ったプロジェクタ或いはディスプレイが検討
されている。これらは、光源の波長域が狭いため非常に色再現範囲を広くすることが可能
であり、小型化や構成要素の削減も可能であることから、次世代の表示素子として大きな
可能性を秘めている。
【０００３】
　ところで、レーザ光源は、安全装置が取り外された状態で発光すると、人体、特に目に
害を及ぼす。また、表示装置などに備えられているレーザ光源を取り出し、武器などに悪
用することが考えられる。これに対して、レーザ装置からレーザ共振器（レーザ光源部）
を交換等の目的で取り外した際に、取り外されたレーザ共振器からのレーザ発振を防止す
るレーザ装置が考え出されている（例えば、特許文献１参照）。
【特許文献１】特開２００１－２６７６７０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、レーザ装置に設けられているインターロック機構のような安全装置は、
あくまでも使用上の不注意による事故を防止する目的で設けられている。したがって、か
かる安全装置では、レーザ装置の筐体からレーザ共振器部分を故意に取り出し、レーザ共
振器を他の用途に転用したりするのを防止することはできない。
【０００５】
　また、上記特許文献１に記載の技術は、筐体からレーザ共振器が取り出されることによ
りそのレーザの共振構造が破壊されるものであるので、半導体レーザのようにレーザ共振
器の破壊が機械的に困難のものに適用することは現実的に困難であり、製造コストの増大
なども招いてしまう。
【０００６】
　また、上記特許文献１に記載の技術は、筐体にミラーが接着されている構造のため、温
度などの環境変化によりミラーがずれ共振状態が変化してしまう可能性がある。また、上
記特許文献１に記載の技術における走査ミラーを破壊する構造では、走査ミラーが破壊さ
れても、レーザ光源部が悪用されてしまう危険がある。
【０００７】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたもので、筐体などからレーザ光源部が取り外され
た場合に、そのレーザ光源部が確実に発光できなくなるレーザ光源装置、表示装置、走査
型表示装置およびプロジェクタの提供を目的とする。
　また、本発明は、筐体などからレーザ光源部が取り外された場合に、そのレーザ光源部
が確実に発光できなくなるものでありながら、製造コストの増大及び性能の劣化などを抑
えることができるレーザ光源装置、表示装置、走査型表示装置およびプロジェクタの提供
を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するために、本発明のレーザ光源装置は、光を発振する光発振部を有す
るレーザ光源部と、前記レーザ光源部を支持する支持部と、前記レーザ光源部を前記支持
部に固定する固定部材と、前記レーザ光源部を前記支持部から取り外す際に前記固定部材
による前記レーザ光源部の固定状態を解除する動きに連動して、前記レーザ光源部におけ
る前記光発振部に電流を供給する電流経路を遮断する遮断手段とを有することを特徴とす
る。
　本発明によれば、筐体などの支持部からレーザ光源部を取り外す目的で固定部材による
レーザ光源部の固定状態を解除しようとすると、その動きに連動して遮断手段によりレー
ザ光源部の電流経路が遮断され、そのレーザ光源部は確実に発光できなくなる。そこで、
表示装置などからレーザ光源部を取り出して悪用することを未然に防止することができる
。また、本発明は、遮断手段によって遮断される箇所はレーザ光源部の共振構造ではない
ので、レーザ光源部の性能が劣化すること及び製造コストが増大することを回避しながら
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、レーザ光源部を取り出して悪用することを未然に防止することができる。
【０００９】
　また、本発明のレーザ光源装置は、前記レーザ光源部が、前記光発振部が設けられた基
板を有し、前記固定部材が、前記基板を前記支持部に対して固定するネジからなる構成と
することができる。
　本発明によれば、例えば、半導体レーザなどの光発振部が基板に形成されており、その
基板がネジで筐体などの支持部に固定されている装置に適用できる。そして、ネジをゆる
めて基板を筐体から取り外そうとしたときに、半導体レーザの電流経路を遮断することが
できる。
【００１０】
　また、本発明のレーザ光源装置は、前記遮断手段が、前記レーザ光源部の固定状態を解
除する動きに連動して、前記電流経路の一部を切断又は破壊する切断部材を有してなる構
成とすることができる。
　本発明によれば、支持部（筐体など）からレーザ光源部を取り外す目的でレーザ光源部
の固定状態を解除しようとすると、切断部材により前記電流経路の一部が切断又は破壊さ
れてレーザ光源部が確実に発光できなくなる状態にすることができる。例えば、ボンディ
ングワイヤを切断して、そのレーザが確実に発光できなくなる状態にすることができる。
ここで、ボンディングワイヤは、例えば直径１００μｍの金属の線である。したがって、
極めてわずかな力でボンディングワイヤを切断できる。そこで、本発明は、レーザ光源部
の性能が劣化すること及び製造コストが増大することを回避しながら、レーザ光源部を取
り出して悪用することを未然に防止することができる。
【００１１】
　また、例えば、切断部材は固定部材からレーザ光源部が取り外される動きに連動して、
そのレーザ光源部のカソード電極又はアノード電極を切断又は破壊する構成とすることが
できる。したがって、本発明は、レーザ光源部の共振構造に影響を与えることなく電流経
路を破壊する構成であるので、レーザ光源部の性能が劣化すること及び製造コストが増大
することを回避しながら、レーザ光源部を取り出して悪用することを未然に防止すること
ができる。
【００１２】
　また、本発明のレーザ光源装置は、前記切断部材が、少なくとも前記固定部材の一部又
は全部と前記電流経路の一部又は全部との上に連続的に接着している接着剤からなる構成
とすることができる。
　本発明によれば、例えば、電流経路の少なくとも一部（ボンディングワイヤなど）と固
定部材（ネジなど）の少なくとも一部とを接着剤で固定した構成とすることができる。そ
して、支持部（筐体など）からレーザ光源部を取り外すために、固定部材を支持部から取
り外そうとして接着剤を取ると、その接着剤に固定されているボンディングワイヤが確実
に切断されることとなる。そこで、本発明は、レーザ光源部の性能が劣化すること及び製
造コストが増大することを回避しながら、レーザ光源部を取り出して悪用することを未然
に防止することができる。
【００１３】
　また、本発明のレーザ光源装置は、前記接着剤が、少なくとも前記固定部材を構成する
ネジと前記電流経路の一部を構成するボンディングワイヤとに接着している一塊りの接着
剤であることが好ましい。
　本発明によれば、固定部材をなすネジをゆるめようとして、一塊りの接着剤をそのネジ
から剥がすと、その一塊りの接着剤におけるボンディングワイヤに接着している部分が動
き、ボンディングワイヤが確実に切断される。そこで、本発明は、レーザ光源部の性能が
劣化すること及び製造コストが増大することを回避しながら、レーザ光源部を取り出して
悪用することを未然に防止することができる。なお、前記接着剤がいわゆる液滴吐出装置
で吐出されたもので構成することにより、さらなる製造コストの低減等を図ることもでき
る。
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【００１４】
　また、本発明のレーザ光源装置は、前記切断部材が、前記固定部材に取り付けられてい
るフック状の部材であり、前記フック状の部材は、前記レーザ光源部の固定状態を解除す
る動きに連動して、前記電流経路をなす部材を切断するものであることが好ましい。
　本発明によれば、例えば、前記電流経路をなす部材の近傍にフック状の部材を配置し、
固定部材を動かすとフック状の部材も動いて電流経路をなす部材を引っかけて切断する構
成とすることができる。そこで、本発明は、レーザ光源部の性能が劣化すること及び製造
コストが増大することを回避しながら、レーザ光源部を取り出して悪用することを未然に
防止することができる。
【００１５】
　また、本発明のレーザ光源装置は、前記フック状の部材が、前記固定部材を構成するネ
ジに接続され、又は前記ネジに一体に形成されており、前記ネジの回転に伴って回転する
ものであり、前記フック状の部材の回転領域の中に前記電流経路の一部を構成するボンデ
ィングワイヤの一部又は全部が配置されていることが好ましい。
　本発明によれば、フック状の部材が固定部材をなすネジに接続されているか、もしくは
一体的に形成されている。そして、レーザ光源部を取り外そうとしてネジを回転させると
、フック状の部材も回転する。このとき、フック状の部材の回転領域の中にボンディング
ワイヤの一部又は全部が配置されているため、フック状の部材がボンディングワイヤを引
っかけて切断する。そこで、本発明は、レーザ光源部の性能が劣化すること及び製造コス
トが増大することを回避しながら、レーザ光源部を取り出して悪用することを未然に防止
することができる。
【００１６】
　また、本発明のレーザ光源装置は、前記切断部材が、貫通孔を備え、前記固定部材に設
けられた部材であり、前記電流経路は、前記貫通孔を貫通しており、前記貫通孔を備えた
部材が、前記レーザ光源部を前記支持部から取り外す動きに連動して、前記電流経路をな
す部材を切断するものである構成とすることができる。
　また、本発明のレーザ光源装置は、前記電流経路における前記貫通孔を貫通している部
分がボンディングワイヤであることが好ましい。
　本発明によれば、例えばレーザ光源部を支持部（筐体など）から取り外そうとして固定
部材を動かすと、切断部材とともに貫通孔の位置も動き、その貫通孔の側面などで電流経
路をなす部材（ボンディングワイヤなど）が切断される構成とすることができる。そこで
、本発明は、レーザ光源部の性能が劣化すること及び製造コストが増大することを回避し
ながら、レーザ光源部を取り出して悪用することを未然に防止することができる。
【００１７】
　また、本発明のレーザ光源装置は、前記切断部材が、バネと、前記電流経路の一部を構
成するボンディングワイヤの付近に配置された切断部とを有し、前記バネは、前記レーザ
光源部を前記支持部から取り外す動きに連動して、形状が変化するように配置されており
、前記切断部は、前記バネの形状変化に伴って移動して、前記ボンディングワイヤを切断
するものである構成とすることができる。
　本発明によれば、例えば、前記バネが固定部材（ネジなど）によりレーザ光源部ととも
に支持部（筐体など）に固定されており、切断部が電流経路の一部を構成するボンディン
グワイヤの付近に配置された構成とすることができる。すると、レーザ光源部を支持部か
ら取り外そうとして固定部材を動かすと、バネが変形する。この変形により切断部が動い
てボンディングワイヤを切断する。そこで、本発明はレーザ光源部の性能が劣化すること
及び製造コストが増大することを回避しながら、レーザ光源部を取り出して悪用すること
を未然に防止することができる。
【００１８】
　上記目的を達成するために、本発明の表示装置は、前記レーザ光源装置を具備してなる
ことを特徴とする。
　本発明によれば、表示装置に取り付けられたレーザ光源部が取り外されて、人体に害を
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及ぼすこと及び武器などに悪用されることを未然に防止することができる。
【００１９】
　上記目的を達成するために、本発明の走査型表示装置は、赤色光源と、緑色光源と、青
色光源と、各色光源からの光を合成する光合成部と、合成された光を走査して映像を表示
する走査部とを備える走査型表示装置であって、前記光源の少なくとも一色の光源が前記
レーザ光源装置からなることを特徴とする。
　本発明によれば、走査型表示装置に取り付けられたレーザ光源部が取り外されて、人体
に害を及ぼすこと及び武器などに悪用されることを未然に防止することができる。
【００２０】
　上記目的を達成するために、本発明のプロジェクタは、前記レーザ光源装置からの光を
変調する光変調装置と、前記光変調装置によって変調された光を投射する投射装置とを有
することを特徴とする。
　本発明によれば、プロジェクタに取り付けられたレーザ光源部が取り外されて、人体に
害を及ぼすこと及び武器などに悪用されることを未然に防止することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。なお、以下で参照する各
図面においては、図面を見易くするために、各構成要素の縮尺を適宜変更して表示してい
る。
【００２２】
　（第１実施形態）
　図１は、本発明の第１実施形態に係るレーザ光源装置の一例を示す模式断面図である。
本実施形態のレーザ光源装置１は、例えば表示装置、光通信装置、オーディオ装置、情報
処理装置などの光源をなす装置である。レーザ光源装置１は、レーザ光源部１０と、筐体
１６（支持部）と、ネジ１７（固定部材）と、接着剤１８（遮断手段、切断部材）とを有
して構成されている。
　また、レーザ光源部１０は、基板１１と、光発振部１２と、ボンディングワイヤ１３と
、アノード電極１４と、カソード電極１５とを有して構成される。
【００２３】
　基板１１は、半導体又はガラスなどの絶縁体からなる板状部材である。基板１１には、
光発振部１２を駆動・制御する回路又はその他の回路、配線などが形成されていることと
してもよい。光発振部１２としては、例えば半導体レーザが適用される。そして、光発振
部１２は、端面発光型の半導体レーザでも、面発光レーザでもよい。また、レーザ媒体と
して液体又は気体を用いてそのレーザ媒体を２枚のミラーの間に配置した構成のレーザを
、光発振部１２としてもよい。本実施形態の光発振部１２は、基板１１について半導体プ
ロセスを施すことで形成された半導体レーザのように、基板１１に一体に構成されている
ものとしてもよい。また、ある半導体基板に形成された半導体レーザをその半導体基板か
ら剥ぎ取り、その半導体レーザを基板１１に接着したものであってもよい。
【００２４】
　アノード電極１４は、光発振部１２のアノードに電気的に接続されている電極であり、
基板１１に取り付けられている。カソード電極１５は、光発振部１２のカソードに電気的
に接続されている電極であり、基板１１に取り付けられている。なお、アノード電極１４
とカソード電極１５の間は絶縁されている。
【００２５】
　ボンディングワイヤ１３は、Ａｕ又はＡｌなどの細線である。ボンディングワイヤ１３
の線径は、例えば数１０μｍから数１００μｍとすることができる。ボンディングワイヤ
１３の一端は光発振部１２のカソードに接続されており、ボンディングワイヤ１３の他端
はカソード電極１５に接続されている。このようなボンディングワイヤ１３の接続は、ボ
ンディングマシンという高価な製造装置で行う必要がある。ボンディングマシンは、例え
ば超音波と熱とを併用しながらボンディングワイヤ１３を圧着するものである。ボンディ
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ングワイヤ１３、アノード電極１４及びカソード電極１５は、光発振部１２に電流を供給
する電流経路をなしている。
【００２６】
　筐体１６は、レーザ光源部１０を支持する支持部の一部又は全部をなすものである。例
えば、筐体１６は、レーザ光源部１０を支持する支持部をなすものであり、プロジェクタ
の各種部材を収容するケースにあたるものである。なお、支持部としては、例えばプロジ
ェクタの光学エンジン自体を用いることもでき、必ずしも筐体１６である必要はない。本
実施形態の場合、筐体１６の上面にネジ穴１６ａが切られており、レーザ光源部１０にお
いて光発振部１２が設けられた基板１１には貫通孔１１ａが形成されている。そこで、筐
体１６の上面に、ネジ穴１６ａの位置に貫通孔１１ａの位置が対応するように基板１１が
載置され、基板１１の光発振部１２が設けられた側の面から基板１１の貫通孔１１ａを介
してネジ穴１６ａの内部にネジ１７が挿通され、ネジ止めされている。これにより、ネジ
１７は、基板１１の部分でレーザ光源部１０を筐体１６に固定している。なお、接着剤１
８が塗布される前の状態ではネジ１７を取り外すことによってレーザ光源部１０が筐体１
６から取り外せる構成となっている。このように、筐体１６は、レーザ光源部１０を支持
する支持部として機能し、ネジ１７はレーザ光源部１０を筐体１６に固定する固定部材と
して機能している。
【００２７】
　接着剤１８は、図１に示すように、ボンディングワイヤ１３の一部と、ネジ１７とを被
うように、連続的に（一塊りに）取り付けられている。接着剤１８としては、有機材料か
らなるものでも無機材料からなるものでもよい。ただし、接着剤１８は、絶縁性を有する
ことが好ましい。そして接着剤１８は、筐体１６からレーザ光源部１０を外す動きに連動
して、レーザ光源部１０内における光発振部１２に電流を供給する電流経路を遮断する遮
断手段を構成している。換言すれば、接着剤１８は、筐体１６からレーザ光源部１０を外
す動きに連動して前記電流経路の一部をなすボンディングワイヤ１３を切断する切断部材
を構成している。
【００２８】
　すなわち、筐体１６からレーザ光源部１０を取り外す目的で、筐体１６から基板１１を
取り外すためにはネジ１７を回すことを要する。そして、ネジ１７を回すためには、その
ネジ１７の上から接着剤１８を剥ぎ取ることを要する。ところが、ネジ１７の上から接着
剤１８を剥ぎ取ると、その接着剤１８はボンディングワイヤ１３にも接着しているので、
ボンディングワイヤ１３が切断する。ボンディングワイヤ１３は、上述のように非常に細
い線であり、非常に切れやすい導線である。そこで、ボンディングワイヤ１３を切断せず
に、筐体１６からレーザ光源部１０を取り外すことは、非常に困難なこととなる。
【００２９】
　また、ボンディングワイヤ１３が切断されたレーザ光源部１０は、光発振部１２とアノ
ードに他のボンディングワイヤを接続しなければ動作しない。このボンディングワイヤの
接続には、上記のように高価なボンディングマシンが必要となる。したがって、ボンディ
ングワイヤ１３が切断されたレーザ光源部１０を再利用することは、現実にはほぼ不可能
となる。
【００３０】
　これらにより、本実施形態のレーザ光源装置１は、レーザ光源部１０を取り外す動きに
連動して光発振部１２の共振構造以外の箇所を切断でき、光発振部１２の性能が劣化する
こと及び製造コストが増大することを回避しながら、レーザ光源部１０を取り出して悪用
することを未然に防止することができる。
【００３１】
　また、本実施形態のレーザ光源装置１は、接着剤１８をネジ１７の上から剥ぎ取る動作
により、カソード電極１５（又はアノード電極１４）が切断又は破壊される構成としても
よい。このような構成においても、レーザ光源部１０を取り外す動きに連動して上記電流
経路を切断でき、光発振部１２の性能が劣化すること及び製造コストが増大することを回
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避しながら、レーザ光源部１０を取り出して悪用することを未然に防止することができる
。
【００３２】
　（第２実施形態）
　図２は、本発明の第２実施形態に係るレーザ光源装置の一例を示す模式断面図である。
図２において、図１の構成要素と同一のものには同一符号を付けている。本実施形態のレ
ーザ光源装置２における第１実施形態のレーザ光源装置１との相違点は、固定部２１と、
フック２２である。
【００３３】
　固定部２１（固定部材）は、図１のネジ１７と同一の機能を有するものとすることがで
きる。筐体１６にネジ穴１６ａが設けられた点、基板１１に貫通孔１１ａが設けられた点
、固定部２１が貫通孔１１ａを介してネジ穴１６ａに挿通された点も図１と同様である。
すなわち、固定部２１は、基板１１の部分でレーザ光源部１０を筐体１６（支持部）に固
定する機能を有する。ただし、固定部２１には、フック２２（遮断手段、切断部材）が一
体的に又は別体として取り付けられている。フック２２は、先が曲った部材であり、金属
などの固いものであることが好ましいが、樹脂又は木材などで構成することもできる。す
なわち、フック２２は、ボンディングワイヤ１３を引っかけて切断できる強度及び形状の
ものであればよい。
【００３４】
　そして、フック２２は、固定部２１の回転に伴って回転する。そのフック２２の回転領
域の中にボンディングワイヤ１３の一部が配置されている。また、フック２２は固定部２
１の移動に伴って移動するものであり、そのフック２２の移動領域の中にボンディングワ
イヤ１３の一部が配置されていることとしてもよい。
【００３５】
　これらにより、本実施形態のレーザ光源装置２は、筐体１６からレーザ光源部１０を外
そうとする際に固定部２１を回す動きに連動して、フック２２がボンディングワイヤ１３
を引っかけて切断することができる。そこで、レーザ光源装置２は、光発振部１２の性能
が劣化すること及び製造コストが増大することを回避しながら、レーザ光源部１０を取り
出して悪用することを未然に防止することができる。
【００３６】
　（第３実施形態）
　図３は、本発明の第３実施形態に係るレーザ光源装置の一例を示す模式斜視図である。
図３において、図１の構成要素と同一のものには同一符号を付けている。本実施形態のレ
ーザ光源装置３における第１実施形態のレーザ光源装置１との相違点は、固定部３１と、
切断部３２である。切断部３２には、貫通孔３３が形成されている。
【００３７】
　固定部３１（固定部材）は、図１のネジ１７と同一の機能を有するものとすることがで
きる。筐体１６にネジ穴１６ａが設けられた点、基板１１に貫通孔１１ａが設けられた点
、固定部２１が貫通孔１１ａを介してネジ穴１６ａに挿通された点も図１と同様である。
すなわち、固定部３１は、基板１１の部分でレーザ光源部１０を筐体１６（支持部）に固
定する機能を有する。ただし、固定部３１には、ネジの頭に相当する部分に板状の切断部
３２（遮断手段、切断部材）が一体的に又は別体として取り付けられている。また、図３
に示すように、切断部３２のカソード電極１５およびアノード電極１４側の端部には貫通
孔３３が設けられており、切断部３２の貫通孔３３には、ボンディングワイヤ１３が貫通
している。
【００３８】
　これらにより、本実施形態のレーザ光源装置３は、筐体１６からレーザ光源部１０を外
そうとする際の固定部３１を回す動きに連動して、切断部３２も回転し、それに伴い貫通
孔３３の位置も動き、切断部３２の貫通孔３３の側面などでボンディングワイヤ１３を切
断することができる。そこで、レーザ光源装置３は、光発振部１２の性能が劣化すること
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及び製造コストが増大することを回避しながら、レーザ光源部１０を取り出して悪用する
ことを未然に防止することができる。
【００３９】
　（第４実施形態）
　図４は、本発明の第４実施形態に係るレーザ光源装置４の一例を示す図である。図４（
ａ）はレーザ光源装置４の模式断面図である。図４（ｂ）は図４（ａ）におけるボンディ
ングワイヤ１３の一部、ネジ１７及び遮断部材４０の部分の平面図である。図４において
図１の構成要素と同一のものには同一符号を付けている。本実施形態のレーザ光源装置４
における第１実施形態のレーザ光源装置１との相違点は、遮断部材４０である。
【００４０】
　遮断部材４０（遮断手段、切断部材）は、接続部４１と、バネ４２と、切断部４３とを
有している１枚の板状部材である。遮断部材４０をなす板状部材は、金属などの弾性の高
いものであることが好ましい。接続部４１は、基板１１に接続又は接触している部分であ
る。バネ４２は、可逆的に変形可能な部分である。切断部４３は、ボンディングワイヤ１
３の付近に配置された部分である。また、遮断部材４０のバネ４２と切断部４３との間に
貫通孔が設けられている。本実施形態の場合、筐体１６の上面にネジ穴１６ａが切られて
おり、レーザ光源部１０の基板１１には貫通孔１１ａが形成されている。そこで、筐体１
６の上面に、ネジ穴１６ａの位置に貫通孔１１ａの位置が対応するように基板１１が載置
され、遮断部材４０の上方から遮断部材４０の貫通孔、基板１１の貫通孔１１ａを介して
ネジ穴１６ａの内部にネジ１７が挿通され、ネジ止めされている。ネジ止めされていない
開放状態において、遮断部材４０は接続部４１の高さから水平方向に平坦な形状となるが
、ネジ止めされた状態においては、遮断部材４０はバネ４２の部分で弾性変形し、ネジ１
７によって基板１１の上面に押し付けられた状態で固定されている。よって、この状態か
ら切断部４３の位置が移動すると、その切断部４３がボンディングワイヤ１３を引っかけ
て切断するように配置されている。切断部４３の形状は、図４（ｂ）に示すようなフック
形状の他、図３に示す切断部３２の貫通孔３３のような形状であってもよい。貫通孔の形
状とする場合は、その貫通孔をボンディングワイヤ１３が貫通するように配置する。
【００４１】
　これらにより、本実施形態のレーザ光源装置４は、筐体１６からレーザ光源部１０を外
そうとしてネジ１７を緩めると、遮断部材４０のバネ４２が弾性復帰する。すると、遮断
部材４０は接続部４１を支点として回転するように動き、切断部３２が図面の上方に移動
する。この切断部３２の移動により、その切断部３２の縁などがボンディングワイヤ１３
を引っかけて切断する。そこで、レーザ光源装置４は、光発振部１２の性能が劣化するこ
と及び製造コストが増大することを回避しながら、レーザ光源部１０を取り出して悪用す
ることを未然に防止することができる。
【００４２】
　（表示装置）
　次に、上記レーザ光源装置１～４のいずれかを用いた表示装置の一実施形態について説
明する。
　図５は、本実施形態の表示装置であるフルカラーの走査型表示装置１００について、そ
の概略構成を示すブロック図である。走査型表示装置１００は、赤色光源１０２、緑色光
源１１０、及び青色光源１０１からなる光源と、赤色光を反射する反射板１０３と、青色
光を反射する反射板１０４と、緑色光を透過し且つ赤色光を反射するダイクロイックミラ
ー１０５と、緑色光を透過し且つ青色光を反射するダイクロイックミラー１０６と、光源
光を走査する走査ミラー１０７と、走査ミラー１０７からの光を映像として映し出す表示
板１０８とを備えている。
【００４３】
　赤色光源１０２、緑色光源１１０及び青色光源１０１は、それぞれ、図１～図４に示し
たレーザ光源装置１～４のいずれかからなるものである。
【００４４】
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　赤色光源１０２から射出された赤色光は、反射板１０３及びダイクロイックミラー１０
５に反射され、さらにダイクロイックミラー１０６を透過して走査ミラー１０７に誘導さ
れる。また、青色光源１０１から射出された青色光は、反射板１０４及びダイクロイック
ミラー１０６に反射されて走査ミラー１０７に誘導される。さらに、緑色光源１１０から
射出された緑色光は、ダイクロイックミラー１０５及びダイクロイックミラー１０６を透
過して走査ミラー１０７に誘導される。走査ミラー１０７では、表示板１０８に映し出す
映像に応じて走査が行われる。
【００４５】
　本実施形態の走査型表示装置１００によれば、赤色光源１０２、緑色光源１１０及び青
色光源１０１をなすレーザ光源部１０が取り外されて、人体に害を及ぼすこと及び武器な
どに悪用されることを未然に防止することができる。
【００４６】
　（プロジェクタ）
　次に、上記レーザ光源装置１～４のいずれかを用いたプロジェクタの一実施形態につい
て説明する。
　図６は、本実施形態のプロジェクタ７０について、その概略構成を示す図であり、３板
方式の例である。プロジェクタ７０においては、赤色（Ｒ）の色光を発光する半導体レー
ザを２次元的にアレイ状に構成したアレイ光源１０ｒ、緑色（Ｇ）の色光を発光するアレ
イ光源１０ｇ、青色（Ｂ）の色光を発光する半導体レーザを２次元的にアレイ状に構成し
たアレイ光源１０ｂの３個を光源として用いている。
【００４７】
　アレイ光源１０ｒ、アレイ光源１０ｇ及びアレイ光源１０ｂは、それぞれ、図１～図４
に示したレーザ光源装置１～４のいずれかからなるものである。
【００４８】
　各アレイ光源１０ｒ，１０ｇ，１０ｂから射出された光は液晶ライトバルブ７５（光変
調装置）に照射される。つまり、各アレイ光源１０ｒ，１０ｇ，１０ｂの出射側には、Ｒ
，Ｇ，Ｂの各色光を変調する液晶ライトバルブ７５がそれぞれ設けられている。そして、
各液晶ライトバルブ７５によって変調された３つの色光が、クロスダイクロイックプリズ
ム（色合成手段）７７に入射するように構成されている。このプリズム７７は４つの直角
プリズムが貼り合わされたものであり、内面に赤色光を反射する誘電体多層膜と青色光を
反射する誘電体多層膜とが十字状に形成されている。これらの誘電体多層膜によって３つ
の色光Ｌｒ、Ｌｇ、Ｌｂが合成されてカラー画像を表す光が形成される。色合成された光
は投射レンズ７６（投射装置）によりスクリーン７９上に投射され、拡大された画像が表
示される。
【００４９】
　なお、前述では透過型の液晶ライトバルブ用いた構成を示したが、反射型ライトバルブ
を用いることもできる。さらには、デジタルマイクロミラーデバイスを用いることもでき
る。
【００５０】
　本実施形態のプロジェクタ７０によれば、アレイ光源１０ｒ、アレイ光源１０ｇ及びア
レイ光源１０ｂをなすレーザ光源部１０が取り外されて、人体に害を及ぼすこと及び武器
などに悪用されることを未然に防止することができる。
【００５１】
　なお、本発明の技術範囲は上記実施形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸
脱しない範囲において種々の変更を加えることが可能である。例えば上記実施の形態では
種々の切断部材が電流経路の一部であるボンディングワイヤを切断する例を中心に説明し
たが、ボンディングワイヤを切断する構成に代えて、切断部材がアノード電極、カソード
電極などの電極を切断又は破壊するように構成しても良い。例えば、電極の一部に脆弱な
部分を形成しておき、切断部材がこの脆弱部分を叩くことで電極が破壊され、電流経路が
遮断されるような構成としても良い。
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【図面の簡単な説明】
【００５２】
【図１】本発明の第１実施形態に係るレーザ光源装置の一例を示す模式断面図である。
【図２】本発明の第２実施形態に係るレーザ光源装置の一例を示す模式断面図である。
【図３】本発明の第３実施形態に係るレーザ光源装置の一例を示す模式斜視図である。
【図４】本発明の第４実施形態に係るレーザ光源装置の一例を示す図である。
【図５】本発明の実施形態に係る走査型表示装置の一例を示すブロック図である。
【図６】本発明の実施形態に係るプロジェクタの一例を示す概略構成図である。
【符号の説明】
【００５３】
　１，２，３，４…レーザ光源装置、１０…レーザ光源部、１１…基板、１２…光発振部
、１３…ボンディングワイヤ、１４…アノード電極、１５…カソード電極、１６…筐体、
１７…ネジ、１８…接着剤、２１，３１…固定部、２２…フック、３２…切断部、３３…
貫通孔、４０…遮断部材、４１…接続部、４２…バネ、４３…切断部

【図１】

【図２】

【図３】
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